
こころの巡回相談・ 
グループワーク開催 福祉健康課 
　こころの悩みや不安について地域活動支援センターの
精神保健福祉士などが相談に応じます。 
　また、同時に精神障がい者やそのご家族、こころの悩
みをお持ちの方たちの憩いと交流の場として、次のとおり
グループワークを開催しますので、お気軽にご参加ください。 
【月　日】４月１７日（木） 
【時　間】午前１０時～１１時３０分 
【場　所】福祉健康センター 
【内　容】こころの相談・茶話会 
【問合先】福祉健康課 

　羽島郡適応指導教室「子どもサポートセンター」は、悩
みごとや心配ごとがあって、学校を長く休んでいる小学生
や中学生の皆さん、また、その保護者の方々の手助けを
するため、平成２０年度から羽島郡二町教育委員会が設
置するものです。 
　この「子どもサポートセンター」には、笠松教室と岐南教
室があり、指導員や大学生ボランティアが学習やスポーツ、
教育相談などを行い学校復帰を支援します。 
【場　所】・笠松教室　笠松町北事務所 
　　　　　　　　　　　笠松町東陽町44番地の1 
　　　　・岐南教室　くつろぎ苑2階 
　　　　　　　　　　　岐南町徳田４丁目７１番地 
【問合先】羽島郡二町教育委員会学校教育課 
　　　　岐南町八剣７丁目１０７ 1２４５‐１１３３ 

笠松町標準小作料を設定 
町農業委員会 

　農地の賃貸借の目安となる標準小作料が、次のように
設定されました。 

※農地法第２４条に規定する小作料の減額勧告は、標準
小作料の30％を超えるものです。 

【会　期】 
 ４月８日（火）～５月１１日（日） 

【開館時間】 
 午前９時～午後５時 

【休館日】 
 月曜日・祝日の場合は 

 その翌日 

【入館料】　無料 

館蔵品展 江戸・明治の火消し 

　交通事故、詐欺などの犯罪の被害に遭い、警察や検察
庁に訴えたが、検察官がその事件を裁判にかけてくれな
いことがどうも納得できない。このような方のために、検察官
が事件を裁判にかけなかったことが正しかったかを審査
する機関として「検察審査会」があります。 
　このような不満をお持ちの方は、検察審査会にご相談く
ださい。相談や審査の申立てには費用はいりません。また、
秘密は固く守られます。 
　検察審査会では１１人の審査員が検察官が事件を裁判
にかけなかったことが正しいかどうかの審査を行います。
審査員は、選挙権を持っている皆さんのなかから「くじ」で
選ばれることになっています。 
　選挙権をお持ちのかたは審査員に選ばれることがある
かもしれません。審査員に選ばれたときには、国民の代表と
してこの仕事にご協力をお願いします。 
【問合先】〒５００‐８７１０　岐阜市美江寺町２‐４‐１ 
　　　　岐阜地方裁判所内「岐阜検察審査会事務局」 
　　　　1２６２‐５１２１ 内線２８１番 

検察審査会からのお知らせ 

歴史民俗資料館 

　「ねんきん特別便」は昨年１２月から、基礎年金番号に
記録が結びつく方から順次送付されていますが、４月以
降はその他すべての方にも送付されます。　　　 
　記録を十分確認していただき、回答していただきますよ
うお願いします。 
【問合先】岐阜南社会保険事務所 1２７３‐６１６１ 
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標準小作料（平成20年～平成22年）10ａ当たり 

農  地  区  分 標準小作料 備　考 

上限 

下限 

 

19,000円 
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10,000円 
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羽島郡適応指導教室 
「子どもサポートセンター」 
開設 二町教育委員会 
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